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(54) Title: WIND POWER GENERATION DEVICE

(54) 発明の名称 ：風力発電装置

(57) ADStract: Disclosed i s a wind power generation device (lA) wherein a
[図2] rotor head (6) that rotates when windmill blades (9) catch wind drives a

generator ( 11) provided inside a nacelle (5) and generates power. The wind
power generation device (1A) i s characterized by the provision inside the
nacelle (5) o f a nacelle internal air flow path (18), wherein external air
flows as cooling air and which i s separated from an internal space (SI) in
the nacelle (5), and the disposal adjacent t o the nacelle internal air flow
path (18) of a heat generation device (such as the generator ( 11》 posi
tioned i n this internal space (SI). Specifically disclosed i s the use o f a dou
ble-wall structure comprising an external wall (17a) and an internal wall
(17b) for at least part o f a wall body (17) that forms the nacelle (5). The
space between the external wall (17a) and the internal wall (17b) forms the
nacelle internal air flow path (18) and the heat generation device i s dis
posed adjacent to the internal wall (17b).

(57) 要約：風 力発電装置 （1 A ) は、風車翼 （9 ) に外風 を
受けて回転するロー タヘ ッ ド （6 ) が、ナセル （5 ) の 内部
に設置 された発電機 （1 1 ) を駆動 して発電する風 力発電装< 置 （1 A ) において、ナセル （5 ) の 内部 に、外気が冷却空
気 と して流通す るナセル内部通気路 （1 8 ) を設 け、 このナ
セル内部通気路 （1 8 ) をナセル （5 ) の 内部空間 （S 1 )

ォ に対 して隔離す るとともに、 この内部空間 （S 1 ) に設置 さ
れ る発熱機器 （例 えば発電機 （1 1 ) ) を、ナセル 内部通気
路 （1 8 ) に隣接 させて設 けた ことを特徴 とする。具体的に
は、ナセル （5 ) を構成す る壁体 （1 7 ) の少な くとも一部
を、外壁 （1 7 a ) と内壁 （1 7 b ) とを備 えた二重壁構造
と し、外壁 （1 7 a ) と内壁 （1 7 b ) との間の空間をナセ

ル内部通気路 （1 8 ) と し、内壁 （1 7 b ) に発熱機器 を隣接 させて設 けた。
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明 細 書

発明の名称 ：風力発電装置

技術分野

[0001 ] 本発明は、運転時における機器の発熱を、外気の導入により冷却するよう

にした風力発電装置に関するものである。

背景技術

[0002] 標準的な風力発電装置は、風車翼を備えたロータへッドが風力を受けて回

転 し、この回転を増速機により増速する等 して発電機を駆動 し、発電を行う

装置である。ロータヘッドは、地面等に立設されたタワーの上に設置されて

ョ一旋回可能なナセルの端部に取り付けられ、略水平な横方向の回転軸線周

りに回転可能となるように支持されている。

[0003] ナセルの内部には発電機を始めとする発熱機器が設置され、タワーの内部

にもコンバータや変圧器といつた発熱機器が設置される場合があり、安定し

た運転を継続するためには、これらの電気機器を適切に冷却する必要がある

[0004] 従来の単純な冷却構造としては、例えば特許文献 1 に開示されているよう

に、ナセルの内部に換気ファンを設置 し、外部の冷たい空気をナセル内部に

強制的に導入して発熱機器の冷却を行うようにした風力発電装置がある。

また、例えば特許文献 2 に開示されているように、ナセルの内部に設置さ

れた発熱機器を力プセル状に被包し、ファンで上記力プセル内に冷却空気を

通気する閉ループ通気路を構成 し、この閉ループ通気路の途中に冷却器を介

在させ、この冷却器を風車翼の風下側に設置することによって、外風により

冷却器を空冷 し、冷却器の内部を流れる冷却空気を熱交換させるようにした

風力発電装置がある。

先行技術文献

特許文献

[0005] 特許文献 1 ：特開 2 0 1 0 _ 0 0 7 6 4 9 号公報



特許文献2 ：米国特許第 7 6 6 0 号明細書

発明の概要

発明が解決しょうとする課題
[0006] しかしながら、特許文献 1 の風力発電装置の構成では、外気が換気ファン

によってナセル内部に導入されるため、外気に含まれる水分や塩分、塵埃等

の異物によってナセル内部の構造物や機器類の腐食、汚損等が生じやすく、

機械的、電気的に好ましくなかった。これを改善するには、ナセルの外気導

入口に異物除去用のフィルタを設ける必要があるが、フィルタの設置によつ

て圧力損失が発生し、充分な量の外風を取り入れることができなくなつてし

まう。

[0007] また、特許文献 2 の風力発電装置の構成では、発熱機器がカプセル状に被

包されているため、発熱機器が外気に触れないという点では好ましいが、ナ

セル内部の構造が複雑になることと、空冷式の冷却器がどうしても大型にな

るためにナセル全体が大型化 してしまうという難点がある。その上、常に外

気に晒される冷却器の腐食対策を充分に行わなければならず、これらの要因

によつて風力発電装置の建造コス 卜が高額になるという問題があつた。

[0008] 本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、簡素でコンパクト、

かつ安価な構成により、ナセルやタワーの内部に設置された発熱機器を良好

に冷却するとともに、これらの機器類を腐食、汚損等から保護することので

きる風力発電装置を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段
[0009] 本発明は、上記の課題を解決するため、下記の手段を採用した。

即ち、本発明に係る風力発電装置は、風車翼に外風を受けて回転する口一

タへッドが、ナセルの内部に設置された発電機を駆動 して発電する風力発電

装置において、前記ナセルの内部に、外気が前記ナセルの内部空間に対 して

隔離されて流通するナセル内部通気路が設けられる。

[001 0] このような風力発電装置によれば、ナセル内部通気路を流通する外気によ

つて、ナセルの内部空間、ひいてはナセル内部に設置されている発熱機器等



を冷却することができる。 しかも、これによつてナセルの内部空間を密閉す

ることができるため、発熱機器を始めとするナセル内部機器を外気に触れさ

せないようにして、腐食、汚損等から保護することができる。

[001 1] また、本発明の第 1 の態様に係る風力発電装置は、前記ナセル内部通気路

が、その上流側よりも下流側の方が通路面積が狭 くなるように形成されてい

る。これにより、ナセル内部通気路内を流れる冷却空気の流速を加速させて

冷却効率を高めることができる。

[001 2] さらに、本発明の第 2 の態様に係る風力発電装置は、前記ナセルを構成す

る壁体の少なくとも一部を、外壁と、この外壁の内側に間隔を介 して設けら

れた内壁とを備えた二重壁構造とし、前記外壁と前記内壁との間の空間を前

記ナセル内部通気路とした。

上記構成によれば、ナセル内部通気路の表面積を大きくできるため、冷却

効率を向上させることができる。また、外壁と内壁との間隔は狭 くした方が

内部を通る冷却空気の流速が速まって冷却効率が高 くなる。 したがって、ナ

セルを構成する壁体を二重壁構造としても、壁体が厚 くなりにくく、ナセル

をコンパク 卜に形成することができる。

[001 3] そ して、本発明の第 3 の態様に係る風力発電装置は、前記ナセルの内部に

少なくとも 1 本の筒状の外気流通通路を配設 し、この外気流通通路の内部を

前記ナセル内部通気路とした。こうすれば、比較的容易にナセルの内部にナ

セル内部通気路を配設することができる。また、既存の風力発電装置に後か

らナセル内部通気路を追加設置することもできる。

[0014] また、本発明の第 4 の態様に係る風力発電装置は、前記ナセルの内部空間

に設置される発熱機器を、前記ナセル内部通気路に隣接させて設けた。こう

すれば、簡素な構成により、ナセル内部通気路を流れる外気によって発熱機

器を効果的に冷却することができる。

[001 5] さらに、本発明の第 5 の態様に係る風力発電装置は、前記ナセルの内部空

間の熱を、前記ナセル内部通気路側に熱移送する熱移送手段を設けた。これ

により、ナセル内部に設置された発熱機器の熱をナセル内部通気路側に積極



的に移送 し、より効率良く発熱機器を冷却することができる。

[001 6] そ して、本発明の第 6 の態様に係る風力発電装置は、前記ナセル内部通気

路に凹凸形状を設けた。これにより、ナセル内部通気路の表面積を大きくし

て冷却効率を向上させることができる。凹凸形状としては、ナセル内部通気

路を構成する壁を波板状にしたり、この壁にフィンを突設 したりすることが

考えられる。

[001 7] また、本発明の第 7 の態様に係る風力発電装置は、前記ナセル内部通気路

を通過 した冷却空気を、前記ロータへッ ドの内部に設置された発熱機器の周

囲を通過させて最終的に前記風車翼の内部を通 して外部に排出させる風車内

部通気路を設けた。

[001 8] 上記構成によれば、風車翼が回転することによって発生する負圧により、

ナセル内部通気路および風車内部通気路を流れる冷却空気が吸引されて外部

に排出されるため、冷却空気の流速を速めて冷却効率を向上させることがで

きる。 しかも、ロータヘッ ド内部に配設された発熱機器を密封構造としなが

ら冷却することができ、この発熱機器を外気に触れさせないようにして、腐

食、汚損等から保護することができる。

[001 9] また、本発明の第 8 の態様に係る風力発電装置は、前記風車内部通気路の

外部への排気口を、前記風車翼の、風向きに対 して風下側に形成 した。こう

することにより、排気口に高い負圧が作用するため、ナセル内部通気路、風

車内部通気路、タワー内部通気路等を流れる冷却空気の流速を速めるととも

に流量を増大させ、冷却効率を高めることができる。

[0020] さらに、本発明の第 9 の態様に係る風力発電装置は、前記排気口を、前記

風車翼の根本付近に形成 した。これにより、風車翼の内部における風車内部

通気路の全長を短 くして圧力損失を回避 し、冷却空気の流速および流量を大

きくして、冷却効率を高めることができる。

[0021 ] そ して、本発明の第 1 0 の態様に係る風力発電装置は、前記ナセルが上端

部に設置されるタワーの内部に、外気が冷却空気として流通するタヮ一内部

通気路を設け、このタワー内部通気路を前記タワーの内部空間に対 して隔離



するとともに、前記タワーの内部空間に設置される発熱機器を、前記タワー

内部通気路に隣接させて設け、このタワー内部通気路を前記ナセル内部通気

路に連通させた。

[0022] 上記構成によれば、タワー内部に配設された発熱機器を効果的に冷却でき

る上に、タワーの内部空間を密閉することができるため、発熱機器を始めと

するタワー内部機器を外気に触れさせないようにして、腐食、汚損等から保

護することができる。

発明の効果

[0023] 以上のように、本発明に係る風力発電装置によれば、簡素でコンパクト、

かつ安価な構成により、ナセルやタワーの内部に設置された発熱機器を良好

に冷却するとともに、これらの機器類および他の内部構造物を腐食、汚損等

から保護することができる。

図面の簡単な説明

[0024] [ 図1] 本発明の各実施形態を適用可能な風力発電装置の一例を示す側面図であ

る。

[図2] 本発明の第 1実施形態に係る風力発電装置の概略的な縦断面図である。

[図3] 本発明の第 2 実施形態に係る風力発電装置の概略的な縦断面図である。

[図4] 本発明の第3 実施形態に係る風力発電装置の概略的な縦断面図である。

[図5] 図4 のV-V線に沿う縦断面図であり、 （a ) は内壁を波板で形成 した例

を示 し、 （b ) は内壁の外面にリブを突設 した例を示す図である。

[図6] 本発明の第4 実施形態に係る風力発電装置の概略的な縦断面図である。

[図7] 図 6 のVII-VII 線に沿う縦断面図であり、 （a ) は丸断面パイプを用い

て外気流通通路を配設 した例を示 し、 （b ) は扁平角断面パイプを用いて外

気流通通路を配設 した例を示 し、 （c ) は発熱機器の周囲を全周に亘つて外

気流通通路で囲んだ例を示す図である。

[図8] 本発明の第 5 実施形態に係る風力発電装置の概略的な縦断面図である。

[図9] 本発明の第 6 実施形態に係る風車翼の概略的な縦断面図である。

[図10] 本発明の第 7 実施形態に係る風車翼の概略的な縦断面図である。



発明を実施するための形態

[0025] 以下、本発明に係る風力発電装置の実施形態について図面に基づいて説明

する。

図 1 は、後に説明する各実施形態における冷却構造A ~ G を適用可能な風

力発電装置の一例を示す側面図である。この風力発電装置 1 は、地表面 2 に

設置された鉄筋コンクリ一 卜製の基礎 3 上に立設されるタワー4 と、このタ

ヮ一4 の上端部に設置されるナセル 5 と、略水平な横方向の回転軸線周りに

回転可能に支持されてナセル 5 の前端部側に設けられるロータヘッド6 とを

有 している。本例では、ロータヘッド6 がナセル 5 の前端部側に設けられる

所謂アップウイン ド型の風車について説明するが、ロータへッド6 がナセル

5 の後端部側に設けられるダウンウイン ド型の風車にも適用できることは、

当業者には明らかであろう。

[0026] タワー4 は、鋼管製のモノポール式であり、その横断面形状が略円形であ

る。タワー4 の下端部には例えば鋼板製のベ一スプレー 卜7 が固定され、こ

のべ一スプレー 卜7 が多数のアンカ一ボル 卜8 で基礎 3 に締結固定されてい

る。口一タヘッド6 には、放射方向に延びる複数枚 （例えば3 枚）の風車翼

9 が取り付けられており、ナセル 5 の内部には発電機 1 1 が収容設置され、

ロータへッド4 の回転軸 1 2 が発電機 1 1 の主軸に増速機 1 3 (図 2 参照）

を介 して連結されている。このため、風車翼 9 に当たった外風の風力が、口

—タヘッド6 と回転軸 1 2 を回転させる回転力に変換され、発電機 1 1 が駆

動されて発電が行われる。

[0027] ナセル 5 は、風車翼 9 と共に、タワー4 の上端において水平方向に旋回す

ることができ、図示 しない駆動装置と制御装置により、常に風上方向に指向

して効率良く発電できるように制御される。ナセル 5 の内部空間S 内には

、発電機 1 1 を始めとし、図示 しない主軸受ゃ増速機 1 3 (図 2 参照）等、

各種の発熱機器が設置されている。また、ロータヘッド4 の内部には、風車

翼 9 のピッチ角を風量に見合う最適な角度に調整するための、油圧や電動の

公知のピッチ駆動装置 1 4 (図 2 参照）が設けられている。このピッチ駆動



装置 1 4 も、その作動時に発熱する発熱機器である。さらに、タワー 4 の内

部空間S 2 内にも各種の電気機器 1 5 が設置されている。これらの電気機器

5 としては、コンバータや変圧器といった発熱性のあるものが例示される

[0028] ナセル 5 の内部空間S およびタワー 4 の内部空間S 2 は密室状であるた

め、以下に述べる各実施形態における冷却構造 A ~ G により、内部空間S 1

，S 2 およびロータヘッド4 内に設置された発熱機器 1 1， 1 4 ， 1 5 の熱

を冷却するようになっている。

[0029] (第 1実施形態）

図 2 は、本発明の第 1実施形態に係る風力発電装置 1 A の概略的な縦断面

図である。この風力発電装置 1 A は冷却構造 A を備えている。この冷却構造

A において、ナセル 5 を構成する壁体 1 7 は、外壁 1 7 a と、この外壁 1 7

a の内側に間隔を介 して設けられた内壁 1 7 b とを備えた二重壁構造となつ

ており、外壁 1 7 a と内壁 1 7 b との間の空間がナセル内部通気路 1 8 とな

つている。このナセル内部通気路 1 8 には外気が冷却空気として流通する。

なお、ここでは壁体 1 7 が全面的に二重壁構造となっているが、一部だけを

二重構造にしてもよい。

[0030] ナセル内部通気路 1 8 は、ナセル 5 の内部空間S 1 に対 して完全に隔離さ

れており、内部空間S 1 に設置される発熱機器である発電機 1 1 がナセル内

部通気路 1 8 に隣接させて設けられている。具体的には、発電機 1 1 が、ナ

セル内部通気路 1 8 を構成 している内壁 1 7 b の底面と後面に密着するよう

に設けられている。

[0031 ] ナセル内部通気路 1 8 は、ナセル 5 の前方から吹き付ける外風を導入する

外風導入口 2 を有 している。この外風導入口 2 は、例えばナセル 5 の前

面の、ロータヘッド6 の直下と、場合によってはロータヘッド6 の左右側方

の位置において、前方に向かって開くように設けられている。この外風導入

口 2 の開口面積は、ナセル内部通気路 1 8 の縦断面積よりも大きく設定さ

れており、側面視でナセル内部通気路 1 8 は外風導入口 2 から下流側に進



むにしたがつて次第に通路面積が狭 くなつている。

[0032] —方、ロータヘッド4 の内部から風車翼 9 の内部にかけて風車内部通気路

2 3 が設けられている。この風車内部通気路 2 3 は、ナセル 5 の前面に開設

された連通口2 4 を介 してナセル内部通気路 1 8 に連通 している。ロータへ

ッド4 の内部に設けられたピッチ駆動装置 1 4 は口一タハプによって外部に

対 し密封されており、その周囲が風車内部通気路 2 3 に囲まれている。そし

て、風車翼 9 の先端付近に、風車内部通気路 2 3 を外部に連通させる排気口

2 5 が設けられている。

[0033] 以上のように構成された冷却構造A は、次のように作用する。

風力発電装置 1 A に外風が吹き付けた場合、この外風の風向が検知されて

ナセル 5 がその前面を風上に向けるように自動制御される。このため、ナセ

ル 5 の前面に開口している外風導入口2 からナセル内部通気路 1 8 の内部

に矢印で示すように外風が冷却空気として導入される。この冷却空気はナセ

ル内部通気路 1 8 内を流通する際に、内壁 1 7 b に密着 して設けられた発熱

機器である発電機 1 1 と、内部空間S 1 の空気を冷却する。このようにナセ

ル内部通気路 1 8 内を通過 した冷却空気は、連通口2 4 を経て風車内部通気

路 2 3 に流れ、 ピッチ駆動装置 1 4 の周囲を通過 して同 じく発熱機器である

ピッチ駆動装置 1 4 を冷却 し、最終的に風車翼 9 の内部を通って排気口2 5

から外部に排出される。

[0034] この冷却構造A によれば、ナセル 5 の内部空間S 1 に対 し隔離させて設け

たナセル内部通気路 1 8 に発電機 1 1 を隣接させて設けるという簡素な構成

により、ナセル内部通気路 1 8 を流れる外気によって発電機 1 1 を効果的に

冷却することができる。 しかも、ナセル内部通気路 1 8 を流れる外気がナセ

ル 5 の内部空間S に対 し隔離されて流通するため、ナセル 5 の内部空間S

1 を密閉空間とすることができる。このため、発電機 1 1 を始めとするナセ

ル 5 の内部機器を外気に触れさせないようにして、腐食、汚損等から確実に

保護することができる。

[0035] また、ナセル 5 を構成する壁体 1 7 を、外壁 1 7 a と、この外壁 1 7 a の



内側に間隔を介 して設けられた内壁 1 7 b とからなる二重壁構造とし、外壁

7 a と内壁 1 7 b との間の空間をナセル内部通気路 1 8 としたため、ナセ

ル内部通気路 1 8 の表面積 （伝熱面）を大きくして冷却効率を向上させるこ

とができる。外壁 1 7 a と内壁 1 7 b との間隔は、狭 くした方が内部を通る

冷却空気の流速が速まって冷却効率が高くなる。 したがって、壁体 1 7 を二

重壁構造としても、壁体 1 7 が厚 くなりにくく、ナセル 5 をコンパク トに形

成することができる。なお、ナセル 5 を部分的に二重壁構造にした場合には

、よりコンパク トに形成することができる。

[0036] さらに、ロータヘッド6 の内部から風車翼 9 の内部にかけて風車内部通気

路 2 3 を設け、ロータへッド6 の内部に設けられたピッチ駆動装置 1 4 を外

部に対 して密封 した状態で風車内部通気路 2 3 を流れる冷却空気によって冷

却するようにしたため、 ピッチ駆動装置 1 4 を外気に触れさせないようにし

ながら冷却 し、腐食、汚損等から保護することができる。

[0037] ナセル内部通気路 1 8 は、外風導入口2 から下流側に進むにしたがって

次第に通路面積が狭 くなつているため、外風導入口2 からナセル内部通気

路 1 8 内に取り込まれた外気は一気に流速が加速 し、これによつてナセル内

部通気路 1 8 および風車内部通気路 2 3 を流れる冷却空気全体の流速を速め

ることができる。また、風車翼 9 の回転によって排気口2 5 に負圧が作用す

るため、ナセル内部通気路 1 8 および風車内部通気路 2 3 を流れる冷却空気

が排気口2 5 から吸引され、この点でも冷却空気の流速を速めることができ

る。そして、このように冷却空気の流速を速めることにより、ナセル内部通

気路 1 8 および風車内部通気路 2 3 に隣接 して設けられた発電機 1 1 ゃピッ

チ駆動装置 1 4 等の発熱機器の冷却効率を高めることができる。

[0038] なお、場合によっては、ナセル 5 の内部空間S 1 内に循環ファン 2 7 等の

送風機器を設置 し、内部空間S 1 内の空気を循環させることにより、発電機

1等の局部的な高温化を防止するとともに、生 じた熱を内壁 1 7 b に広 く

伝達 して熱交換率を高め、冷却性能を向上させることができる。同 じく、ナ

セル内部通気路 1 8 の内部に送気ファン 2 8 等を設置 し、ナセル内部通気路



1 8 および風車内部通気路 2 3 内における冷却空気の流速を一段 と高めて冷

却効率を向上させることもできる。

[0039] (第 2 実施形態）

図 3 は、本発明の第 2 実施形態に係る風力発電装置 1 B の概略的な縦断面

図である。 この風力発電装置 1 B は冷却構造 B を備えている。 この冷却構造

B において、前述の第 1 実施形態における冷却構造 A と異なる点は、ナセル

内部通気路 1 8 を構成 している内壁 1 7 b に、ナセル 5 の内部空間 S の熱

をナセル内部通気路 1 8 側 に熱移送する熱移送手段が設けられている点と、

ピッチ駆動装置 1 4 の発する熱を風車内部通気路 2 3 側 に熱移送する熱移送

手段が設けられている点のみであ り、他の部分は同一の構成である。上記の

熱移送手段 としては、例えばヒー トパイプ3 1， 3 2 が用いられている。

[0040] ヒー トパイプ3 1， 3 2 は、例えば銅のパイプの内部に代替フロン等の作

動液が封入された公知の構造のものである。ナセル 5 の内部空間 S に設置

されているヒー トパイプ3 1 は、発電機 1 1 等の発熱機器に接触するように

設けてもよい。 また、 この ヒ一 卜パイプ3 1 の設置位置は、発熱機器の近傍

のみな らず、ナセル内部通気路 1 8 を構成する内壁 1 7 b に全面的に設けて

もよい。 また、 ピッチ駆動装置 1 4 に設けられているヒー トパイプ3 2 は、

ピッチ駆動装置 1 4 のケ一シングを貫通するように配設されている。

[0041 ] この冷却構造 B において、ナセル 5 の前面に開口する外風導入口 2 1 か ら

冷却空気として導入された外風は、第 1 実施形態における冷却構造 A と同様

に、ナセル内部通気路 1 8 と風車内部通気路 2 3 を通 って、発電機 1 1 ゃ ピ

ツチ駆動装置 1 4 等の発熱機器が発する熱を冷却 した後、排気口 2 5 か ら外

部に排出される。その際、 ヒー トパイプ3 1， 3 2 の熱移送作用により、発

電機 1 1 や ピッチ駆動装置 1 4 等の発熱機器が発する熱がナセル内部通気路

1 8 および風車内部通気路 2 3 側 に効率良 く移送されるため、熱を積極的に

冷却空気側に放熱させて、より効率良 く発熱機器を冷却することができる。

[0042] (第 3 実施形態）

図 4 は、本発明の第 3 実施形態に係る風力発電装置 1 C の概略的な縦断面



図である。この風力発電装置 1 C は冷却構造C を備えている。この冷却構造

C において、第 1実施形態の冷却構造A と異なる点は、ナセル内部通気路 1

8 を構成する内壁 1 7 b に凹凸形状 3 5 が設けられている点のみであり、他

の部分は冷却構造A と同様な構成である。凹凸形状 3 5 の形成例としては、

図 5 ( a ) にも示すように、内壁 1 7 b を波板で形成 したり、図 5 ( b ) に

示すように、内壁 1 7 b の外面に複数のリブ 1 7 c を突設 したりすることが

考えられる。

[0043] なお、図4 では波板による凹凸形状 3 5 の溝の長手方向がナセル 5 の幅方

向 （紙面に対 して垂直な方向）に沿っているが、実際には外風導入口2 1 か

らナセル内部通気路 1 8 内に取り入れられた外風の流れる方向に沿つて凹凸

形状 3 5 の溝を形成するのが好ましい。また、図 5 ( b ) に示すリブ 1 7 c

の場合も、 リブ 1 7 c の長手方向を外風の流れる方向に沿わせた方がよい。

さらに、発電機 1 1やピッチ駆動装置 1 4 等の発熱機器のケ一シング自体に

凹凸形状 3 5 を設けてもよい。

[0044] この冷却構造C のように、ナセル内部通気路 1 8 を構成する内壁 1 7 b に

凹凸形状 3 5 が設けることにより、内壁 1 7 b の内外面の表面積を大きくし

て、発電機 1 1等の発熱機器から発せられる熱、およびこの熱によって上昇

する内部空間S 1 内の温度を内壁 1 7 b に効率良く受熱させ、この熱を、ナ

セル内部通気路 1 8 を流れる冷却空気に放熱させて、内部空間S 1 の冷却効

率を向上させることができる。もちろん、発熱機器 1 1， 1 4 等のケ一シン

グ自体に凹凸形状を設ければ、より効果的に放熱させることができる。冷却

に供された冷却空気は、風車内部通気路 2 3 を経て排気口2 5 から外部に排

出される。

[0045] (第4 実施形態）

図6 は、本発明の第4 実施形態に係る風力発電装置 1 Dの概略的な縦断面

図であり、図 7 ( a ) 〜 ( c ) は図 6 のVII-VII 線に沿う縦断面図である。こ

の風力発電装置 1 Dは冷却構造Dを備えている。この冷却構造Dにおいて、

第 1実施形態の冷却構造Α と異なる点は、ナセル 5 を構成する壁体 1 7 が二



重壁構造になっていない点と、このナセル 5 の内部に複数の筒状の外気流通

通路 3 8 が例えばケージ状に配設され、これらの外気流通通路 3 8 の内部が

ナセル内部通気路 1 8 とされている点である。

[0046] 外気流通通路 3 8 は、例えばナセル 5 の壁体 1 7 の上下左右の面において

は前後方向に延びるように配設され、壁体 1 7 の後面においては上下方向に

延びるように配設されているが、この配設方向には限定されない。また、各

外気流通通路 3 8 の間隔は密に並べられているが、適宜間隔を空けて配設 し

てもよい。なお、各外気流通通路 3 8 の開口部 3 9 は、第 1実施形態の冷却

構造A における外風導入口2 1 の位置と同様に、ナセル 5 の前面の、ロータ

ヘッド6 の直下や、ロータヘッド6 の左右側方の位置において、前方に向か

つて開くように設けられている。

[0047] そ して、ナセル 5 の内部に設置された発電機 1 1等の発熱機器が、外気流

通通路 3 8 、即ちナセル内部通気路 1 8 に隣接するように配設されている。

この実施形態では、発電機 1 1 の底面、左右側面、および後面にナセル内部

通気路 1 8 が隣接 している。各ナセル内部通気路 1 8 の末端部は、第 1実施

形態における冷却構造A と同様に、ロータへッド6 の内部から風車翼 9 の内

部にかけて形成された風車内部通気路 2 3 に連通口2 4 を経て連通 している

[0048] なお、各外気流通通路 3 8 の開口部 3 9 の開口面積を、外気流通通路 3 8

の中間部の縦断面積よりも大きく設定 し、開口部 3 9 から下流側に進むにし

たがって次第に通路面積が狭 くなるようなファンネル管状に構成すれば、外

気流通通路 3 8 の内部 （ナセル内部通気路 1 8 ) を流れる冷却空気の流速を

加速させて冷却効率の向上を図ることができる。また、各外気流通通路 3 8

の開口部 3 9 を一つにまとめて、ここから下流側に向かって複数の外気流通

通路 3 8 が分岐するようにしてもよい。

[0049] この冷却構造 D においては、ナセル 5 の前面に吹き付ける外風の一部が、

各外気流通通路 3 8 の開口部 3 9 からナセル内部通気路 1 8 に流入 してナセ

ル 5 の内部空間S 1 の周囲を通りながら、ナセル内部通気路 1 8 に隣接 して



いる発電機 1 1 等の発熱機器を冷却 し、次に連通 口 2 4 を経て風車内部通気

路 2 3 に流入 し、 ピッチ駆動装置 1 4 を冷却 した後 に、風車翼 9 先端の排気

口 2 5 か ら外部 に排出される。

[0050] この冷却構造 D の構成 によれば、比較的容易にナセル 5 の内部 にナセル内

部通気路 1 8 を配設 し、場合によっては風車内部通気路 2 3 も併設 して、発

電機 1 1 や ピッチ駆動装置 1 4 等の発熱機器の熱を冷却することができる。

そ して、ナセル 5 の内部空間 S 1 全体 とピッチ駆動装置 1 4 等の発熱機器を

外部 に対 して密閉された構造 と し、発電機 1 1 や ピッチ駆動装置 1 4 等の機

器類 を腐食、汚損等か ら保護することができる。 さらに、ナセル内部通気路

8 を備えていない既存の風力発電装置に後か らナセル内部通気路 1 8 を比

較的容易に追加設置することもできる。

[0051 ] なお、図 7 ( b ) に示すように、外気流通通路 3 8 のパイプ断面形状 を角

型や扁平型にすることにより、発電機 1 1 等の発熱機器やナセル 5 の壁体 1

7 に対 して広い面積で外気流通通路 3 8 を接触 させ、冷却効率 を高めること

ができる。 また、場合によっては図 7 ( c ) に示すように、発電機 1 1 等の

発熱機器を被包するように外気流通通路 3 8 (ナセル内部通気路 1 8 ) を設

けて、 より確実に発熱機器を冷却するように してもよい。

[0052] (第 5 実施形態）

図 8 は、本発明の第 5 実施形態に係 る風力発電装置 1 E の概略的な縦断面

図である。 この風力発電装置 1 E は冷却構造 E を備えている。 この風力発電

装置 1 E (冷却構造 E ) において、 タヮ一 4 を構成する壁体 4 1 は、外壁 4

1 a と、 この外壁 4 a の内側 に間隔を介 して設けられた内壁 4 1 b とを備

えた二重壁構造 となってお り、内壁 4 1 b の内側が内側空間 S 2 とされ、外

壁 4 1 a と内壁 4 1 b との間の空間がタワー内部通気路 4 2 とされている。

タワー内部通気路 4 2 は内部空間 S 2 に対 して隔離 されてお り、内部空間 S

2 に設置されているコンバータ 1 5 a や変圧器 1 5 b といった発熱性のある

電気機器がタワー内部通気路 4 2 (内壁 4 1 b ) に隣接 している。なお、 こ

こでは壁体 4 が全面的に二重壁構造 となっているが、一部だけを二重構造



にしてタワー内部通気路 4 2 を部分的に設け、これにコンバータ 1 5 a 、変

圧器 1 5 b を隣接させてもよい。

[0053] そ して、例えば地表面 2 に近い外壁 4 1 a の周面に 1箇所、あるいは複数

箇所の外風導入口4 3 が設けられ、ここからタワー内部通気路 4 2 内に外気

が冷却空気として導入されるようになっている。一方、ナセル 5 の内部には

、先の実施形態 1， 2 の冷却構造A ，B と同様なナセル内部通気路 1 8 が形

成されている。 しか し、このナセル内部通気路 1 8 には冷却構造A ，B のよ

うな外風導入口2 が設けられておらず、ナセル内部通気路 1 8 は連通部 4

4 を介 してタワー内部通気路 4 2 に連通 している。なお、ナセル内部通気路

1 8 が連通口2 4 を介 して風車内部通気路 2 3 に連通 している構成は冷却構

造A ，B と同様である。

[0054] 以上のように構成された冷却構造 E は、次のように作用する。

風力発電装置 1 E に外風が吹き付けた場合、この外風が矢印で示すように

外風導入口4 3 からタワー内部通気路 4 2 内に冷却空気として導入され、タ

ヮ—内部通気路 4 2 内を流通する際に、内壁 4 1 b に密着 してタワー内部通

気路 4 2 に隣接 している発熱性のあるコンバータ 1 5 a 、変圧器 1 5 b 、お

よび内部空間S 2 の空気を冷却する。その後、冷却空気はタワー内部通気路

4 2 内を上昇 し、連通部 4 4 を経てナセル内部通気路 1 8 に流入 し、以後は

冷却構造A ，B と同様に、ナセル 5 の内壁 1 7 b に密着 して設けられた発熱

機器である発電機 1 1 を冷却 し、次に連通口2 4 を経て風車内部通気路 2 3

に流れてピッチ駆動装置 1 4 を冷却 し、最後に風車翼 9 の内部を通って排気

口2 5 から外部に排出される。

[0055] なお、場合によっては、タワー内部通気路 4 2 内に循環ファン 4 7 を設置

し、タワー内部通気路 4 2 内を流れる冷却空気を積極的にナセル内部通気路

8 側に送り、ナセル内部通気路 1 8 内に設けられた送気ファン 2 8 と共働

させて冷却空気量を増や し、冷却性能を向上させることができる。

[0056] この冷却構造 E によれば、ナセル 5 内に設けられた発熱機器 （発電機 1 1

) のみならず、タワー4 内に設けられた発熱機器 （コンバータ 1 5 a 、変圧



器 1 5 b ) も効果的に冷却することができ、 しかもタワー4 の内部空間S 2

を密閉することができるため、コンバータ 1 5 a 、変圧器 1 5 b を始めとす

るタワー内部機器を外気に触れさせないようにして、腐食、汚損等から保護

することができる。

[0057] (第 6 実施形態）

図 9 は、本発明の第 6 実施形態に係る風車翼 9 の概略的な縦断面図である

。この風車翼 9 は、第 1 〜第 5 実施形態の風力発電装置 1 A ~ 1 E に適用す

ることができ、冷却構造 F を備えている。この冷却構造 F では、風車翼 9 の

内部に形成された風車内部通気路 2 3 の排気口が、風車翼 9 の、風向きに対

して風下側に形成されている。つまり、例えば風車翼 9 の後縁位置に排気口

2 5 a を設ける、あるいは側面位置に排気口2 5 b を設ける。要するに、風

車翼 9 に当たる風によって負圧が作用する場所に排気口2 5 a , b を設ける

のが好ましい。

[0058] この冷却構造 F によれば、風車内部通気路 2 3 の排気口2 5 a ， 2 5 匕に

高い負圧が作用するため、ナセル内部通気路 1 8 、風車内部通気路 2 3 、タ

ヮ一内部通気路 4 2 等を流れる冷却空気の流速を速めるとともに流量を増大

させ、冷却効率を高めることができる。

[0059] (第 7 実施形態）

図 1 0 は、本発明の第 7 実施形態に係る風車翼 9 の概略的な縦断面図であ

る。この風車翼 9 は、第 1 〜第 5 実施形態の風力発電装置 1 A ~ 1 E に適用

することができ、冷却構造G を備えている。この冷却構造Gでは、風車翼 9

の内部に形成された風車内部通気路 2 3 の排気口2 5 c が、風車翼 9 の根本

付近に形成されている。具体的には、風車翼 9 の根本から遠 くとも0 . 5 m

位の範囲に排気口2 5 c を形成する。 しか し極端に根元に近づけて排気口2

5 c を設けるのは風車翼 9 の強度上、好ましくない。なお、ここでも排気口

2 5 c は風向きに対 して風下側に形成するのが望ましい。また、風車翼 9 の

後縁位置に排気口2 5 c を設ける代わりに、風車翼 9 の側面位置に排気口2

5 d を設けてもよい。



[0060] この冷却構造 G によれば、風車翼 9 の内部 における風車内部通気路 2 3 の

全長を短 くして圧力損失を回避 し、冷却空気の流速および流量を大 きくして

冷却効率 を高めることができる。

[0061 ] なお、本発明は、上述 した第 1 〜第 7 の実施形態の態様のみに限定されな

いことは言 うまでもない。例えば、第 1 〜第 7 の実施形態の構成 を適宜組み

合わせるといった変更を加えることが考 え られる。

符号の説明

[0062] 1 ， A ~ E 風力発電装置

4 タヮ一

5 ナセル

6 口一タヘ ッ ド

9 風車翼

発電機 （ナセル内部の発熱機器）

1 4 ピッチ駆動装置 （口一タへ ッ ド内部の発熱機器）

1 5 a コンバータ （タワー内部の発熱機器）

1 5 b 変圧器 （タヮ一内部の発熱機器）

7 壁体

7 a 外壁

7 b 内壁

1 8 ナセル内部通気路

外風導入口

3 風車内部通気路

2 5 排気口

3 1 , 3 ヒー トパイプ （熱移送手段）

3 5 凹凸形状

3 8 外気流通通路

4 2 タヮ一内部通気路

A G 冷却構造



S ナセルの内部空間

S タワーの内部空間



請求の範囲

風車翼 に外風 を受けて回転するロータへ ッ ドが、ナセルの内部 に設

置 された発電機 を駆動 して発電する風力発電装置 において、

前記ナセルの内部 に、外気が前記ナセルの内部空間に対 して隔離 さ

れて流通するナセル内部通気路が設 け られた風力発電装置。

前記ナセル内部通気路が、 その上流側 よ りも下流側の方が通路面積

が狭 くなるように形成 された請求項 1 に記載の風力発電装置。

前記ナセル を構成する壁体の少な くとも一部 を、外壁 と、 この外壁

の内側 に間隔を介 して設 け られた内壁 とを備 えた二重壁構造 と し、前

記外壁 と前記内壁 との間の空間を前記ナセル内部通気路 と した請求項

1 または 2 に記載の風力発電装置。

前記ナセルの内部 に少な くとも 1 本の筒状の外気流通通路 を配設 し

、 この外気流通通路の内部 を前記ナセル内部通気路 と した請求項 1 ま

たは 2 に記載の風力発電装置。

前記ナセルの内部空間に設置 される発熱機器 を、前記ナセル内部通

気路 に隣接 させて設 けた請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の風力発電装

置。

前記ナセルの内部空間の熱 を、前記ナセル内部通気路側 に熱移送す

る熱移送手段 を設 けた請求項 1 ~ 5 のいずれかに記載の風力発電装置

前記ナセル内部通気路 に凹凸形状 を設 けた請求項 1 ~ 6 のいずれか

に記載の風力発電装置。

前記ナセル内部通気路 を通過 した冷却空気を、前記 ロータへ ッ ドの

内部 に設置 された発熱機器の周囲を通過 させて最終的に前記風車翼の

内部 を通 して外部 に排 出させる風車内部通気路 を設 けた請求項 1 ~ 7

のいずれかに記載の風力発電装置。

前記風車内部通気路の外部八の排気 口を、前記風車翼の、風向 きに

対 して風下側 に形成 した請求項 8 に記載の風力発電装置。



[ 請求項 10 ] 前記排気 口を、前記風車翼の根本付近 に形成 した請求項 8 または 9

に記載の風力発電装置。

[ 請求項 11] 前記ナセルが上端部 に設置 されるタワーの内部 に、外気が冷却空気

と して流通するタヮ一内部通気路 を設 け、 このタヮ一内部通気路 を前

記 タワーの内部空間に対 して隔離するとともに、前記 タワーの内部空

間に設置 される発熱機器 を、前記 タワー内部通気路 に隣接 させて設 け

、 このタヮー内部通気路 を前記ナセル内部通気路 に連通 させた請求項

1 ~ 1 0 のいずれかに記載の風力発電装置。
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「P 」国際 出願 日前 で、かつ優先権 の主 張 の基礎 とな る出願 「& J 同一パ テ ン トファ ミリ一文 献

国際調査 を完 了 した 日 国際調査報告 の発送 日
2 0 . 0 9 . 2 0 1 1 0 4 . 1 0 . 2 0 1 1

国際調査機 関の名称及 び あて先 特許庁審査官 （権 限 のあ る職 員） 3 0 3 3

日本 国特許庁 （I S A J P )
柏原 郁 昭

郵便番 号 1 0 0 — 8 9 i 5
東京都 千代 田区霞 が関三丁 目 4 番 3 号 電話番号 0 3 — 3 5 8 1 — 1 1 .0 1 内線 . 3 3 5 8

様 式 P C T I S A / 2 1 0 (第 2 ペ ー ジ） （2 0 0 9 年 7 月）
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C (続 き) . 関連す る と認 め られ る文献 .
引用文献の 関連す る
カテ ゴ リ一 * 引用文献名 及び一部の箇所が関連す るときは、その関連す る箇所 の表示 請求項 の番号

Y 日本国実用新案登録出願 54 052482 号 （日本国実用新案登録出願公開 2
55-153846 号）の願書に添付 した明細書及び図面の內容を撮影 したマ
イク口フ ィ ル ム （三菱電機株式会社） 1980. 11. 06, 第 2 ページ第 7
行〜第 8 行，第 5 ぺ一ジ第 1 行〜第 7 行，第 6 ページ第 1 3 行〜第
1 6 行，第 5 図 （フ アミリーな し）

A JP 2009 - 091929 A (三菱重工業株式会社）2009. 04. 30, 【0 0 3 0 】， 3 , 6
【0 0 5 3 】，図 1 ,: 1 6 & US 2010/0148514 A & _ EP 2194269 A1 &

WO 2009/044843 A & CA 2688372 A & KR 10-2009-0130186 A

A JP 2003-343417 A (富士重工業株式会社) 2003. 12. 03, [ 0 0 2 1 ] 8 - 1
〜 【0 0 2 5 】，図 3 (フ ァ ミ リー なし）

A JP 2003-504562 A ( ア ロ イ ス ' ヴ ォ ベ ン ） 2003. 02. 04, 【0 0 1 8 】， 1 1
図 3 ， 4 & US 6676122 B1 & EP 1200733 A & W0 2001/006121 1 &
KR 10- 2007- 0037654 A

様式 P C T I S A 2 1 0 (第 2 ペー ジの続 き） （2 0 0 9 年 7 月）
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第 襴 請求の範囲の一部の調查ができない ときの意見 （第 1 ページの 2 の続 き）

法第8条第 3項 （P C T 17条 (2) (a) ) の規 定 に よ り、 この国際調査報告 は次 の理 由に よ り請 求 の範 囲 の一部 につい て作
成 しなかった。

1 . □ 請求項 は、 この国際調查機 関が調査 をす ることを要 しない対象 に係 るものである。

つま り、

2 . □ 請求項 . ， ' は、有意義な国際調査 をす ることができる程度 まで所定の要件 を満 た してい
ない国際出願 の部分 に係 るものである。つま り、

3 . 請求項 は、従属請求の範囲であって P C T 規則 6. 4 (a) の第 2 文及び第さ文の規定に
従 って記載 されていない。

第 Ι 欄 発明の単一性 が欠如 してい るときの意見 （第 1 ページの 3 の続 き）

次に述べ るよ うにこの国際出願 に二以上の発 明があるとこの国際調査機 関は認 めた。

請求項 1 に係る発明における発明は、文献 1 (US 2010/0061853 Al ( B HAR A T S . B
A G E P A L L I ) 2010. 03. 11, 【、0 0 1 9 】，【0 0 2 5 】〜 【ひ0 2 7 】，図 3 ) に記载 さ
れている。したがって、請求項 1 に係 る発明は、文献 1 に記載 された発明に対 して新規性が認
められず、特別な技術的特徴を有 さない。よって、主発明は以下に示すものである。
なお、特別な技術的特徴を有 さない請求項 1 に係 る発明、文献 1 に記載されている請求項 1

のみを引用する請求項 4 ， 6 に係 る発明、同じく文献 1 に記載 されている請求項 1 , 4 のみを
引用する請求項 6 に係る発明は、主発明に区分する。

(以下、特別ページを参照。）

1 . 出願人が必要な追加調査手数料 をすベて期間内に納付 したので、 この国際調査報告 は、すべての調査可能な請求
項について作成 した。 '

. 追加調査手数料 を要求す るまで もな く、. すべての調査可能な請求項 について調查す るこ とができたので、 加調
查手数料の納付 を求めなかった。

3 . 出願人が必要な追加調查手数料 を一部のみ しか期間内に納付 しなかったので、 この国際調査報告 は、手数料の納
付のあった次の請求項のみについて作成 した。

4 . 出願人が必要な追加調查手数料 を期間内に納付 しなかったので、この国際調査報告 は、請求の範 囲の最初に記載
されてい る発 明に係 る次の請求項 について作成 した。

追加調査手数料の異議 の申立てに関す る注意
. □ 追加調挛手数料及び.；該 当す る場合 には、異議 申立手数料の納付 と共 に、出願人か ら異議 申立てがあった。

追加調査竽数料の納付 と共に出願人か ら異議 申立てが あつたが、異議 申立手数料が納付命令書に示 した期間
内に支払われ なかった。 ·

追加調査手数料 の納付 はあったが、異議 申立てはなかった。 '

様式 P C T I S A 2 1 0 (第 1 ペー ジの続葉 （2 ) ) . ( 2 0 0 9 年 7 月）
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(主発明）
請求項 1，2 に係 る発明、請求項 1 のみ を引用する請求項 4 , に係る発明、請求項 1 ，4

のみを引用する請求項 6 に係る発明、及び、請求項 3 〜 1 1 に係 る発明の うち以下の特別な技
術的特徴を有する発明。
「風車翼に外風を受けて回転するロータへ ッドが、ナ セル の 内部に設置された発電機を駆動 し

て発電する風力発電装置において、前記ナ セ ル の 内部に 外気が前記ナセ ル の 内部空間に対 し
て隔離されて流通するナ セ ル 内部通気路が設けられ」「前記ナ セ ル 内部通気路が、その上流側
よりも下流側の方が通路面積が狭 くなるように形成 された」風力発電装置。

式 P C T / I S A 2 1 0 (特別ページ） （2 0 0 年 7 月）
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